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栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会だより

　本地区の合併協議は、平成２０年１２月に栃木市、大平町、藤岡町、都賀町の１市３町で ｢栃木地

区合併協議会｣ を設置し本格的にスタートしました。

　その後、平成２１年３月に西方町が加入し、１市４町の構成となり、新市発足に向けた様々な協議

を進めるとともに、住民説明会を開催し、合併に対する住民の理解を深める取組を進め、７月３０日

の第１２回栃木地区合併協議会において全ての協定項目が確認されたことから、８月１８日に合併協

定調印式を実施しました。

　それを受けて、８月２１日に１市４町が各議会に合併関連議案を提案したところ、西方町議会のみ

で否決という結果になりました。

　この結果を受けて、合併協議の方向性を協議し、改めて、合併の必要性、合併新法期限内での新市

発足の重要性を共通認識とし、西方町の動向を見守りつつも、１市３町での合併協議会を設置するこ

とといたしました。

　９月４日に１市３町の各議会において、 ｢栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会｣ の設置が

可決され、９月１６日、１０月７日の２回の協議会を経て、全ての協定項目が確認されたことから、

１０月７日に合併協定調印式を実施しました。

　それを受けて、１０月９日、１３

日に１市３町の各議会に合併関連議

案を提案し、全ての市町で可決され、

合併が成立することとなりました。

　このような経過により、最終的に

は、栃木市、大平町、藤岡町、都賀

町の１市３町で、平成２２年３月２

９日から新生 ｢栃木市｣ として歩み

出すことになりました。
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【西方町について】

　８月２１日の合併関連議案の否決

後、住民投票実施の動きや合併関連

議案の再提案など、今回の合併への

再合流に向けて様々な取組が行われ

ましたが、１０月７日の合併協議会

の前に西方町長より今回の合併への

合流は見合わせる旨の報告がありま

した。

●第１１回栃木地区合併協議会

・合併協定書(案)ほか

●第１２回栃木地区合併協議会

・合併市町村基本計画についてほか

●１市４町合併協定調印式（１８日）

●合併関連議案を各議会に提案（２１日）

・西方町議会のみが否決

●首長間協議（２７日）

・１市３町での合併協議会設置を確認

●栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会設置の議案が

　各議会で可決（４日）

●第１回栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会（１６日）

・合併市町村基本計画を除く全ての合併協定項目を確認

●第２回栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会（７日）

・合併市町村基本計画を決定

●１市３町合併協定調印式（７日）

●合併関連議案を各議会で可決（９日・１３日）

●栃木県知事へ１市３町での合併を申請（１５日）
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《７月以降の合併協議の経過》

合併の方式

合併の期日

新市の名称

事務組織及び機構の取扱い

地域自治制度の取扱い（抜粋）

新市の事務所の位置

議会の議員の定数及び任期の取扱い(抜粋)

新市発足までの流れ新市発足までの流れ新市発足までの流れ

合併協議の経過合併協議の経過合併協議の経過 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会
における協議について


